
平成２１年度第１回 鳥取県後期高齢者医療懇話会 

 
 

日 時：平成２１年５月１２日（火） 
午後２時００分～ 

場 所：湯梨浜町役場 東郷支所 
 ２階 第１会議室 

 
１．開 会 
 
 
２．挨 拶 
 
 
３．自己紹介 
 
 
４．会長、副会長の選出について 
 
 
５．議 事  
 １）長寿医療制度の概要および事業実施状況について・・・・・・・・P１～３ 
 
 
２）平成２１年度の事業内容について・・・・・・・・・・・・・・・P４～８ 
 
 
３）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P９～１０ 
 
 

６．その他 
 
 
７．閉 会 
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後期高齢者医療の概要

（１）受給者数 単位：人

75歳以上
65～74歳
（障害）

計

４月 79,788 3,060 82,848

５月 79,828 3,013 82,841

６月 79,875 2,981 82,856

７月 79,961 2,951 82,912

８月 80,129 2,901 83,030

９月 80,319 2,859 83,178

10月 80,510 2,822 83,332

11月 80,675 2,798 83,473

12月 80,674 2,761 83,525

１月 81,056 2,720 83,776

２月 81,325 2,685 84,010

累計 884,140 31,551 915,781

平均 80,376 2,868 83,253

（２）平成20年度における医療費の状況

計

件数 金額 一人当たり 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

４月 183,163 4,965,347,481 59,933 119,274 4,060,292,824 109,751 3,913,534,059 9,523 146,758,765 57,381 759,112,196 5,674 123,605,300 125 9,864,395 709 12,472,766 0 0

５月 185,023 5,042,607,130 60,871 120,381 4,153,161,934 110,881 4,011,840,060 9,500 141,321,874 57,990 741,198,423 5,761 127,089,534 137 10,683,520 754 10,473,719 0 0

６月 183,349 4,950,853,164 59,753 118,897 4,094,340,205 109,466 3,947,132,482 9,431 147,207,723 57,928 714,146,282 5,605 121,537,284 132 10,060,330 787 10,769,063 0 0

７月 198,772 5,264,970,684 63,501 124,097 4,304,777,108 114,644 4,156,901,056 9,453 147,876,052 60,111 792,665,315 5,773 126,931,094 133 10,751,140 800 10,707,030 7,858 19,138,997

８月 199,538 4,988,315,474 60,078 118,001 4,085,199,678 109,088 3,957,069,093 8,913 128,130,585 57,199 722,267,593 5,603 125,113,862 132 10,278,315 767 10,637,406 17,836 34,818,620

９月 198,345 5,034,251,922 60,524 120,178 4,095,923,710 110,954 3,952,643,966 9,224 143,279,744 58,063 763,120,933 5,548 120,602,230 126 9,649,575 864 10,972,651 13,566 33,982,823

10月 204,393 5,297,817,378 63,575 123,377 4,312,251,034 113,322 4,157,405,690 10,055 154,845,344 59,120 802,015,451 5,755 124,582,682 117 9,568,690 860 11,484,904 15,164 37,914,617

11月 204,065 4,977,652,682 59,632 118,552 4,066,036,719 108,674 3,921,175,666 9,878 144,861,053 56,269 714,881,125 5,649 123,197,494 130 9,705,000 824 10,633,655 22,641 53,198,689

12月 196,910 5,384,828,333 64,470 124,213 4,350,142,725 113,653 4,192,661,887 10,560 157,480,838 60,108 837,041,354 5,765 128,920,852 133 10,726,175 716 9,569,170 5,975 48,428,057

１月 181,556 5,145,953,351 61,425 114,564 4,222,921,035 105,624 4,097,221,173 8,940 125,699,862 55,642 729,873,210 5,710 131,297,614 135 10,189,470 799 10,400,058 4,706 41,271,964

2月 184,461 4,902,395,741 58,355 115,754 4,011,240,213 106,189 3,870,727,262 9,565 140,512,951 55,737 707,761,792 5,766 120,596,184 131 9,406,585 829 11,359,909 6,244 42,031,058

累計 2,119,575 55,954,993,340 672,116 1,317,288 45,756,287,185 1,212,246 44,178,312,394 105,042 1,577,974,791 635,548 8,284,083,674 62,609 1,373,474,130 1,431 110,883,195 8,709 119,480,331 93,990 310,784,825

平均 192,689 5,086,817,576 61,101 119,753 4,159,662,471 110,204 4,016,210,218 9,549 143,452,254 57,777 753,098,516 5,692 124,861,285 130 10,080,290 792 10,861,848 8,545 28,253,166

（３）老人医療費と後期高齢者医療費の推移

H17 H18 H19
H20（12月換算）

※１
H20（試算）

※２
51,033,405,138 50,013,972,942 48,565,953,471 48,194,522,612 52,414,643,643
1,959,133,842 1,840,770,896 1,653,608,250 1,721,427,045 1,929,127,899
9,136,579,190 8,797,951,475 8,809,763,233 9,037,182,190 9,220,253,146
2,047,720,891 1,653,284,104 1,535,660,698 1,498,335,415 1,732,641,741

2,411,160 2,091,362 1,353,332 0 2,191,747
訪問看護療養費 100,927,665 112,755,375 122,010,268 120,963,485 118,167,633
その他療養費 154,210,936 143,428,462 137,342,169 130,342,179 150,313,028
高額療養費 413,203,094 558,820,174 525,040,633 339,037,991 585,643,542
合計 64,847,591,916 63,123,074,790 61,350,732,054 61,041,810,916 66,152,982,380

※１　H20(12月換算）とは、実質的にH20年度の給付実績が11カ月分となるため、実績額に対し12/11を乗じた値
※２　H20(試算）とは、H20～21年度の保険料算定の際に算定した値
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鳥取県後期高齢者健康診査実施状況

１　平成20年度 実施数

特定高齢者候補者

単独実施 同時実施 機能検査

1,934 4 529 2,467

貧血 100 0 - 100
心電図 2 0 - 2
貧血＋心電図 95 0 - 95

545 42 162 749

貧血 6 0 - 6
心電図 1 1 - 2
貧血＋心電図 6 0 - 6

1,988 4,859 2,054 8,901

貧血 396 525 - 921
心電図 113 117 - 230
貧血＋心電図 80 131 - 211

1,398 2,824 1,185 5,407

貧血 272 334 - 606
心電図 43 43 - 86
貧血＋心電図 42 57 - 99

5,865 7,729 3,930 17,524

貧血 774 859 - 1,633

心電図 159 161 - 320

貧血＋心電図 223 188 - 411

同時実施 特定高齢者

21.15% 66.53% 22.43%

1 「受診人員」欄には、健診の実施形態別に分けて対象となる人員数を記載。
2 「個別健診」とは、医療機関の施設で行う形態で、一般外来患者と同様、日時が決まってい

ないものをいう。
「集団健診」とは、市町村保健センター、公民館等の施設や検診車で行う形態で、健診の日
時を決めて行うものをいう。（個別健診に該当しないもの。）

3 「非課税」者とは、同一世帯員と認められた全ての世帯員が当該年度（ただし、受診月が4月
から7月までの場合にあっては、前年度）において市町村民税が課税されていない者（地方
税法第323号により免除されている者を含む。）をいう。
「課税」者とは、「非課税」に該当しない者をいう。

4 「特定高齢者候補者」の「詳細項目」は、生活機能検査で必須項目として行うため、健康診査
で行わない。

5 「同時実施」とは、健康診査と生活機能検査とを同時に行う場合、及び生活機能評価の
基本チェックリストによる「特定高齢者候補者以外の者」の判定を、健診機関に委託して行っ
た場合をいう。
事前に基本チェックを行い、特定高齢者候補者以外と判定された者は「単独実施」となる。

6 町（国保）独自の健康管理施策により、受診勧奨対象を絞っている場合がある。

（注）
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項目追加

基本項目実施

基本項目実施

区分

市
町
村
へ
の
委
託

受診人員

計

基本項目実施

うち詳細
項目追加

非
課
税
世
帯

基本項目実施

詳細項目を実施した者
健診受診者（17,524人）中の利用割合

健診受診率

13.49%
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特別徴収
（４月）

特別徴収
（６月）

特別徴収
（８月）

特別徴収
（１０月）

特別徴収
（１２月）

特別徴収
（２月）

普通徴収
（７月）

普通徴収
（８月）

普通徴収
（９月）

普通徴収
（１０月）

普通徴収
（１１月）

普通徴収
（１２月）

普通徴収
（１月）

普通徴収
（２月）

調定額
（Ａ）

528,631,800 510,721,000 499,758,900 450,604,400 438,264,600 434,414,400 159,511,400 154,928,300 168,337,100 141,481,800 139,425,600 149,693,700 162,142,000 164,138,300

収納額
（Ｂ）

528,631,800 510,721,000 499,758,900 450,604,400 438,264,600 434,414,400 155,317,380 150,809,920 163,734,600 137,614,500 134,860,900 144,805,160 155,208,660 147,761,060

Ｃ：収納率
（Ｂ/Ａ）

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 97.37% 97.34% 97.27% 97.27% 96.73% 96.73% 95.72% 90.02%

調定人数 58,453 56,126 54,400 42,407 41,756 41,294 9,828 10,450 14,370 14,643 14,614 15,596 16,563 16,376

収納人数 58,453 56,126 54,400 42,407 41,756 41,294 9,371 9,907 13,713 14,005 13,923 14,861 15,655 15,308

保険料の収納状況について
○　平成２０年度における収納率の実績

特別徴収（年金からの徴収） 普通徴収（納付書または口座振替で納付）
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３ 被保険者資格証明書（資格証） 
 
(1)交付対象   ・納付できない特別な事情がなく、保険料の負担能力があ

るにもかかわらず、一年以上保険料の納付実績がない悪
質な被保険者。           

         
(2)交付時期    平成 21 年 7 月は滞納者に対して一律 3 ヶ月の短期証を交

付するため、平成 21 年 10 月更新時から交付開始。期限は

来年の 7 月末までとする。 
 

(3)保険証の   保険料の納付状況に応じて正規保険証、あるいは短期証に 
切り替え     切り替える。 

 
 (4)交付の流れ       広 域 連 合   
                    ↓     (資格証候補者リスト) 

              市 町 村   

                  ↓    （お知らせ、弁明書) 
被 保 険 者  

↓       ↓ 

納付あり､納付計画あり  納付なし､納付意志なし 

↓               ↓ (返還通知) 

保険証または短期保険証   資格証明書 
 

 
＊厚生労働省は｢相当な収入があるにもかかわらず保険料を納めない 
悪質な者に限って適用する｣こととし、保険料が軽減されている所 
得の少ない被保険者には､原則として資格証は交付すべきでないと 
いう運用案が示されました。 
この運用案では､資格証の交付対象者が著しく限定されることにな 
り､今後保険料の収納率が低下することが予想されます。 
しかし資格証を全く交付しないというわけにはいかないので､国の 
方針に沿いつつ､今後規定する取り扱い基準に基づいて交付の判断 
を行いたいと考えております。 
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